
マンション再生検討等促進事業補助金

長期修繕計画の作成・見直しに要する費用の一部を補助します

① 調査・診断報告書の作成に要する経費

② 計画作成に要する経費

２分の１ ３００,０００円

令和８年４月１日 から 令和８年１２月２８日 まで （予算の範囲で先着順）

※申請受付から交付決定まで、約１．５か月要します

・作成や見直しに着手する前に、補助金の交付申請が必要です

・令和９年２月末までに、完了実績報告の提出が必要です

・補助金の交付を受けることができるのは１回までとなります

概 要

補助対象
となる経費

補助率

受付期間

その他

福岡市 住宅都市みどり局住宅部 住宅計画課

〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 3F
TEL：092-711-4598
Mail：m-jutaku@city.fukuoka.lg.jp

まずはホームページをご覧ください

補助金交付要綱や各種様式を掲載しています

補助限度額

□ 市内に所在する □ 専有面積の１／２以上が住宅用途である

□ 築２０年を経過している □ 本補助金の交付を過去に受けたことがない

□ 補助金を活用して行う長期修繕計画の作成または見直しについて、

総会または理事会の決議を経ている

□ 下記Ａ,Ｂのいずれかに該当すること

Ａ 長期修繕計画が未作成、または長期修繕計画の修繕積立金が「マンションの修繕積立金

に関するガイドライン」に示された積立金の下限値を下回る金額となっている

Ｂ 長期修繕計画書の計画期間が３０年未満の設定期間であること［Ｒ８拡充］

□ 交付決定後、マンション管理計画認定制度の基準に適合する長期修繕計画を作成する

□ 管理者等（理事長など）に、代表者市税に係る徴収金の滞納がないこと

また、福岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと

補 助 対 象 要 件

福岡市マンション再生検討等促進事業補助金 検索
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マンション再生検討等促進事業補助金

マンションの再生に向けた検討や活動
に要する費用の一部を補助します

① マンションの現状調査に要する経費

② 区分所有者等の意向調査に要する経費

③ マンション再生手法の比較検討に要する経費 [外部委託費のみ]

④ 管理組合における検討組織（専門委員会）の運営に要する経費

２分の１ ３００,０００円

令和８年４月１日 から 令和９年１２月２８日 まで （予算の範囲で先着順）

※申請受付から交付決定まで、約１．５か月要します

・検討や活動に着手する前に、補助金の交付申請が必要です

・令和９年２月末までに、完了実績報告の提出が必要です

・１回目の交付年度を含む３カ年で、通算３回まで交付を受けることができます

（１年度につき１回まで）

概 要

補助対象
となる経費

補助率

受付期間

その他

福岡市 住宅都市みどり局住宅部 住宅計画課

〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 3F
TEL：092-711-4598
Mail：m-jutaku@city.fukuoka.lg.jp

まずはホームページをご覧ください

補助金交付要綱や各種様式を掲載しています

補助限度額

□ 市内に所在する □ 専有面積の１／２以上が住宅用途である

□ 築４０年を経過している □ 本補助金の交付を過去に受けたことがない

□ 補助金の活用について、総会または理事会の決議を経ている

□ 区分所有法やマンション建替え円滑化法に基づく、マンション建替え決議やマンション

敷地売却決議、改修工事を目的とした決議またはこれに準ずる措置等がなされていない

□ 管理者等（理事長など）に、代表者市税に係る徴収金の滞納がないこと

また、福岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと

補 助 対 象 要 件

福岡市マンション再生検討等促進事業補助金 検索
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